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        公布された条例のあらまし         

 

◇鳥取県一時保護委託者の登録に関する条例 

１ 条例の制定理由 

児童福祉法の一部が改正され、条例で委託による児童の一時保護を適正に行うことができる者の登録に関す

る基準を定めることとされたことに伴い、当該基準を定める。 

２ 条例の概要 

(１) 児童の保護に従事する職員の要件、設備に関する事項、入所者の支援等に関する事項等委託による児童

の一時保護を適正に行うことができる者の登録に関する基準を定める。 

(２) 施行期日は、令和８年12月25日とする入所者の支援等に関する基準に係る事項の一部を除き、令和８年

10月１日とする。 

 

◇鳥取県児童福祉施設に関する条例等の一部を改正する条例 

１ 条例の改正理由 

(１) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部が改正され、専門的な支援の確保・充実のため保育所

に勤務する理学療法士等を保育士とみなすことができることとされたこと等に伴い、所要の改正を行う。 

 (２) 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準等の一部が改正され、認定こ

ども園に勤務する理学療法士等を保育士とみなすことができることとされたこと、満３歳以上の学級編制の

基準が改められたこと等に伴い、所要の改正を行う。 

２ 条例の概要 

(１) 鳥取県児童福祉施設に関する条例の一部改正 

 ア 保育所に勤務する理学療法士等のうち１人を保育士とみなすことができることとする。 

イ 理学療法士等が保育を行う場合は、当該保育所の保育士の支援を受けることができる体制を確保しなけ

ればならないこととする。 

(２) 鳥取県認定こども園に関する条例の一部改正 

 ア 認定こども園における職員配置の基準について(１)ア及びイと同様の改正を行う。 

 イ 認定こども園の学級編制の基準について、１学級の子どもの数を原則30人以下（現行 原則35人以下）

とする。 

(３) 鳥取県児童福祉施設に関する条例及び鳥取県認定こども園に関する条例の一部を改正する条例の一部改

正 

  保育所等における満３歳の子どもに係る保育士等の人数に関する経過措置の終期を、令和10年３月31日

（現行 当分の間）とする。 

(４) 施行期日等 

ア 施行期日は、公布の日とする。 

イ 所要の経過措置を講ずる。 

 

◇鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

１ 条例の改正理由 

施設の老朽化等に伴い、電気事業の用に供する発電施設のうち鳥取放牧場風力発電所を廃止する。 

２ 条例の概要 

(１) 鳥取放牧場風力発電所を廃止する。 

(２) 施行期日は、令和８年９月１日とする。 
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条 例

鳥取県一時保護委託者の登録に関する条例をここに公布する。 

  令和８年７月３日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県条例第24号 

鳥取県一時保護委託者の登録に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第34条の22第２項の規定に基

づき、委託による児童の一時保護を適正に行うことができる者（以下「一時保護委託者」という。）の登録に

関する基準を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 

（一時保護委託者の登録に関する基準） 

第３条 一時保護委託者の登録に関する基準は、別表のとおりとする。 

２ 前項に定めるもののほか、一時保護委託者の登録に関する基準は、知事が別に定める。 

附 則 

この条例は、令和８年10月１日から施行する。ただし、別表入所者の支援等の項第５号の規定は、令和８年12

月25日から施行する。 

別表（第３条関係） 

項目 基準 

職員 １ 児童の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備

え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実

際について訓練を受けたものとする。 

２ 入所する児童の保護に直接従事する職員以外の職員は、必要に応じ、併せて設置

する他の社会福祉施設の職員を兼ねることができる。 

設備 １ 次に掲げる設備を設けるものとする。 

(１) 児童の居室 

(２) 食事をする場 

(３) 浴室  

(４) 便所 

２ 児童の生活の場は、児童のプライバシーの保護に十分に配慮した環境を整えるも

のとする。 

３ 入所する児童の居室以外の設備は、必要に応じ、併せて設置する他の社会福祉施

設の設備を兼ねることができる。 

入所者の支援等 １ 入所している児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的取扱いをしない

ものとする。 

２ 正当な理由なく、児童の権利を制限しないものとする。また、正当な理由がある

場合に、やむを得ず児童の権利を制限するに当たっては、その理由について十分な

説明を行い、児童の理解を得るよう努めるものとする。 

３ 施錠等により児童の行動を制限しないものとする。 

４ 職員は、入所中の児童に対し、法第33条の10第１項各号に掲げる行為その他児童

の心身に有害な影響を与える行為を行わないものとする。 

５ 法第34条の22第６項において準用する法第21条の５の18第４項の規定に基づき、

児童対象性暴力等（学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力
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等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第69号）第２条第２項に規定

する児童対象性暴力等をいう。以下同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等が行

われた場合に児童を適切に保護するため、児童等対象業務従事者（児童と接する業

務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該児童に接

するものをいう。）に係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に規定する犯罪事実確

認をいう。）その他の必要な措置を講ずるものとする。 

６ 登録一時保護委託者が一時保護を行う施設（以下「登録一時保護委託施設」とい

う。）の外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運

行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握

することができる方法により、児童の所在を確認するものとする。 

７ 入所した児童に対し、その意見又は意向（法第33条の３の３の規定に基づき児童

相談所長又は知事が行う意見聴取等措置において表明された意見又は意向及び意見

表明等支援事業によって把握された意見又は意向を含む。）を尊重した支援を行う

ものとする。 

８ 児童相談所長と協力し、登録一時保護委託施設において適切に意見表明等支援事

業が行われる環境を整備するものとする。 

９ 合理的な理由なく、児童の所持する物の持込みを禁止しないものとする。また、

合理的な理由があり、やむを得ず児童の所持する物の持込みを禁止する場合は、児

童又は他人の生命等に関わる緊急の場合を除き、あらかじめ児童相談所長に相談

し、児童相談所長が児童に対し、その理由について十分な説明を行い、児童の理解

を得た上でこれを行うよう、児童相談所長に協力するよう努めるものとする。な

お、児童の所持する物を保管する場合は、紛失、盗難、毀損等が生じないような設

備に保管するものとする。 

10 入所する児童に食事を提供するときは、栄養及び入所する児童の身体的状況を考

慮するとともに、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めるもの

とする。 

11 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校（幼稚園を除く。）に

在籍している児童が適切な教育を受けられるよう、当該児童の希望を尊重しつつ、

その置かれている環境その他の事情を勘案し、通学の支援その他の教育に必要な支

援に関して、児童相談所と協力をして行うよう努めるものとする。 

事故等への対応 職員及び職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその

家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずるものとする。 
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鳥取県児童福祉施設に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年７月３日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県条例第25号 

鳥取県児童福祉施設に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（鳥取県児童福祉施設に関する条例の一部改正） 

第１条 鳥取県児童福祉施設に関する条例（平成24年鳥取県条例第79号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

附 則 

（施行期日） 

１ 略 

附 則 

（施行期日） 

１ 略 

（保育所の職員配置に係る特例） 

２ 保育所に対する別表第４職員の配置の項第２号

の規定の適用については、当該保育所に勤務する

保健師、看護師又は准看護師（以下この項及び附

則第７項において「保健師等」という。）のうち

１人を保育士（鳥取県の区域に係る地域限定保育

士を含む。以下同じ。）とみなすことができる。

ただし、乳児の数が４人未満である保育所につい

ては、子育てに関する知識と経験を有する保健師

等を配置し、かつ、当該保健師等が保育を行うに

当たって当該保育所の保育士（附則第４項若しく

は第５項又は別表第４職員の配置の項第３号の規

定により保育士とみなされる者及び同号ただし書

の規定による支援を行う者を除く。）による支援

を受けることができる体制を確保しなければなら

ない。 

（保育所の職員配置に係る特例） 

２ 保育所に対する別表第４職員の配置の項第２号

の規定の適用については、当該保育所に勤務する

保健師、看護師又は准看護師（以下この項におい

て「保健師等」という。）のうち１人を保育士

（鳥取県の区域に係る地域限定保育士を含む。以

下同じ。）とみなすことができる。ただし、乳児

の数が４人未満である保育所については、子育て

に関する知識と経験を有する保健師等を配置し、

かつ、当該保健師等が保育を行うに当たって当該

保育所の保育士による支援を受けることができる

体制を確保しなければならない。 

 

 

 

３～５ 略 ３～５ 略 

６ 前２項の規定を適用する時は、保育士（附則第

２項若しくは前２項又は別表第４職員の配置の項

第３号の規定により保育士とみなされる者を除

く。）を、保育士の数（前２項の規定の適用がな

いとした場合の別表第４職員の配置の項第２号の

規定により算定されるものをいう。）の３分の２

以上、置かなければならない。 

６ 前２項の規定を適用する時は、保育士（附則第

２項又は前２項の規定により保育士とみなされる

者を除く。）を、保育士の数（前２項の規定の適

用がないとした場合の別表第４職員の配置の項第

２号の規定により算定されるものをいう。）の３

分の２以上、置かなければならない。 

 

７ 附則第２項及び別表第４職員の配置の項第３号

の規定により、保健師等及び同号に規定する特定

理学療法士等のいずれもが保育を行う場合には、

当該保健師等が保育を行うに当たって、当該保育

所の保育士（同号ただし書の規定による支援を行

う者を除く。）による支援を受けることができる

体制を確保しなければならない。 
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８ 略 

（経過措置） 

９ 略 

10 略 

７ 略 

（経過措置） 

８ 略 

９ 略 

別表第４（第10条関係） 

項目 基準 

職員の配置 １・２ 略 

３ 前号の規定の適用について

は、当該保育所に勤務する理

学療法士、作業療法士、言語

聴覚士、心理担当職員（学校

教育法（昭和22年法律第26

号）の規定による大学（短期

大学を除く。）若しくは大学

院において、心理学を専修す

る学科、研究科若しくはこれ

に相当する課程を修めて卒業

した者であって、個人及び集

団心理療法の技術を有するも

の又はこれと同等以上の能力

を有すると認められる者をい

う。）又は障害児の療育に関

する知識及び経験を有する者

であって、障害児の療育の指

導を行う業務に５年以上従事

した経験を有するもののいず

れかに該当し、かつ、子育て

に関する知識及び経験を有す

る者（以下「特定理学療法士

等」という。）のうち１人を

保育士とみなすことができ

る。ただし、当該特定理学療

法士等が保育を行うに当たっ

ては、当該保育所の保育士

（附則第２項、第４項又は第

５項の規定により保育士とみ

なされる者を除く。）による

支援を受けることができる体

制を確保しなければならな

い。 

４ 略 

５ 略 

６ 略 

 略 

別表第４（第10条関係） 

項目 基準 

職員の配置 １・２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 略 

４ 略 

５ 略 

 略 
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（鳥取県認定こども園に関する条例の一部改正） 

第２条 鳥取県認定こども園に関する条例（平成26年鳥取県条例第43号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

附 則 附 則 

（認定こども園の職員配置に係る特例） 

第４条 別表第１職員配置の項第３号及び別表第２

職員配置の項第３号の規定の適用については、こ

れらの規定の表の左欄に掲げる区分に応じそれぞ

れ同表の右欄に定める人数を合計した数が一を超

えない場合には、令和12年３月31日までの間、認

定こども園に置かなければならない教育又は保育

に従事する職員（以下この条、附則第６条から第

７条の２までにおいて「配置義務職員」とい

う。）のうち１人は、知事が配置義務職員と同等

の知識及び経験を有すると認める者をもって代え

ることができる。 

（認定こども園の職員配置に係る特例） 

第４条 別表第１職員配置の項第３号及び別表第２

職員配置の項第３号の規定の適用については、こ

れらの規定の表の左欄に掲げる区分に応じそれぞ

れ同表の右欄に定める人数を合計した数が一を超

えない場合には、令和12年３月31日までの間、認

定こども園に置かなければならない教育又は保育

に従事する職員（以下この条、附則第６条から第

７条までにおいて「配置義務職員」という。）の

うち１人は、知事が配置義務職員と同等の知識及

び経験を有すると認める者をもって代えることが

できる。 

第７条 前３条並びに別表第１職員配置の項第７号

及び別表第２職員配置の項第５号の規定により、

配置義務職員を幼稚園の教員の免許状若しくは小

学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する

者、知事が配置義務職員と同等の知識及び経験を

有すると認める者、保健師等又は別表第１職員配

置の項第７号に規定する特定理学療法士等（以下

この条及び附則第８条において「同等職員等」と

いう。）をもって代える場合においては、当該同

等職員等の総数は、配置義務職員の数の３分の１

を超えてはならない。 

第７条 前３条の規定により、配置義務職員を幼稚

園の教員の免許状若しくは小学校教諭若しくは養

護教諭の普通免許状を有する者、知事が配置義務

職員と同等の知識及び経験を有すると認める者又

は保健師等（以下この条及び次条において「同等

職員等」という。）をもって代える場合において

は、当該同等職員等の総数は、配置義務職員の数

の３分の１を超えてはならない。 

 

第７条の２ 附則第６条の２並びに別表第１職員配

置の項第７号及び別表第２職員配置の項第５号の

規定により、保健師等及び別表第１職員配置の項

第７号に規定する特定理学療法士等のいずれもが

保育を行う場合には、当該保健師等が保育を行う

に当たって配置義務職員（別表第１職員配置の項

第７号ただし書及び別表第２職員配置の項第５号

ただし書の規定による支援を行う者を除く。）に

よる支援を受けることができる体制を確保しなけ

ればならない。 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 
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項目 要件 

 略 

学級の編制 １ 略 

２ 学級は、原則として、学年

の初めの日の前日において同

じ年齢にある子どもで編成

し、１学級の子どもの数を30

人以下とすること。 

３ 略 

職員配置 １～６ 略 

７ 第５号及び前号の規定によ

り置かなければならない保育

士の資格を有する者について

は、１人に限って、当該認定

こども園に勤務する理学療法

士、作業療法士、言語聴覚

士、心理担当職員（学校教育

法（昭和22年法律第26号）の

規定による大学（短期大学を

除く。）若しくは大学院にお

いて、心理学を専修する学

科、研究科若しくはこれに相

当する課程を修めて卒業した

者であって、個人及び集団心

理療法の技術を有するもの又

はこれと同等以上の能力を有

すると認められる者をい

う。）又は障がいのある子ど

もの療育に関する知識及び経

験を有する者であって、障が

いのある子どもの療育の指導

を行う業務に５年以上従事し

た経験を有するもののいずれ

かに該当し、かつ、子育てに

関する知識及び経験を有する

者（以下「特定理学療法士

等」という。）をもって代え

ることができる。ただし、当

該特定理学療法士等は、補助

者として従事する場合を除

き、教育課程に基づく教育に

従事してはならず、当該特定

理学療法士等が保育を行うに

当たっては、保育士の資格を

有する者による支援を受ける

項目 要件 

 略 

学級の編制 １ 略 

２ 学級は、原則として、学年

の初めの日の前日において同

じ年齢にある子どもで編成

し、１学級の子どもの数を35

人以下とすること。 

３ 略 

職員配置 １～６ 略 
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ことができる体制を確保しな

ければならない。 

８ 略 

 略 

 

 

７ 略 

 略 

別表第２（第４条関係） 

項目 基準 

 略 

学級の編制 １ 略 

２ 学級は、原則として、学年

の初めの日の前日において同

じ年齢にある子どもで編成

し、１学級の子どもの数を30

人以下とすること。 

３ 略 

職員配置 １～３ 略 

４ 前号の表に定める員数は、

副園長（幼稚園の教諭の普通

免許状（教育職員免許法（昭

和24年法律第147号）第４条

第２項に規定する普通免許状

をいう。以下この号において

同じ。）を有し、かつ、登録

（児童福祉法第18条の18第３

項に規定する保育士登録又は

同法第18条の28第２項に規定

する地域限定保育士登録をい

う。以下この号において同

じ。）を受けたものに限

る。）、教頭（幼稚園の教諭

の普通免許状を有し、かつ、

登 録 を 受 け た も の に 限

る。）、主幹保育教諭、指導

保育教諭、保育教諭、助保育

教諭又は講師であって、子ど

もの教育及び保育に直接従事

する者の数をいう。 

５ 前号に定める者について

は、１人に限って、当該認定

こども園に勤務する特定理学

療法士等をもって代えること

ができる。ただし、当該特定

理学療法士等は、補助者とし

て従事する場合を除き、教育

課程に基づく教育に従事して

別表第２（第４条関係） 

項目 基準 

 略 

学級の編制 １ 略 

２ 学級は、原則として、学年

の初めの日の前日において同

じ年齢にある子どもで編成

し、１学級の子どもの数を35

人以下とすること。 

３ 略 

職員配置 １～３ 略 
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はならず、当該特定理学療法

士等が保育を行うに当たって

は、同号に定める者による支

援を受けることができる体制

を確保しなければならない。

６ 子どもの処遇の向上及び子

育て支援事業の充実を図るよ

う、第３号に定める人数を上

回る職員の配置に努めるこ

と。 

７ 略 

 略 

 

 

 

 

 

４ 子どもの処遇の向上及び子

育て支援事業の充実を図るよ

う、前号に定める人数を上回

る職員の配置に努めること。

 

５ 略 

 略 

（鳥取県児童福祉施設に関する条例及び鳥取県認定こども園に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 鳥取県児童福祉施設に関する条例及び鳥取県認定こども園に関する条例の一部を改正する条例（令和６

年鳥取県条例第26号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

附 則 

（施行期日） 

１ 略 

附 則 

（施行期日） 

１ 略 

（経過措置） 

２ 保育所又は認定こども園における保育士及び子

どもの教育又は保育に従事する職員の配置の状況

に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそ

れがあるときは、当該保育所又は認定こども園に

ついては、令和10年３月31日までの間、この条例

による改正後の鳥取県児童福祉施設に関する条例

（次項において「新児童福祉施設条例」とい

う。）別表第４職員の配置の項第２号（同号の表

満３歳以上満４歳未満の幼児の項に係る部分に限

る。）並びに鳥取県認定こども園に関する条例

（次項において「新認定こども園条例」とい

う。）別表第１職員配置の項第３号（同号の表満

３歳の子どもの項に係る部分に限る。）及び別表

第２職員配置の項第３号（同号の表満３歳の子ど

もの項に係る部分に限る。）の規定は適用しない

ことができる。この場合において、この条例によ

る改正前の鳥取県児童福祉施設に関する条例（次

項において「旧児童福祉施設条例」という。）別

表第４職員の配置の項第２号（同号の表満３歳以

上満４歳未満の幼児の項に係る部分に限る。）並

びに鳥取県認定こども園に関する条例（次項にお

いて「旧認定こども園条例」という。）別表第１

（経過措置） 

２ 保育所又は認定こども園における保育士及び園

児の教育又は保育に従事する職員の配置の状況に

鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれ

があるときは、当該保育所又は認定こども園につ

いては、当分の間、この条例による改正後の鳥取

県児童福祉施設に関する条例別表第４職員の配置

の項第２号並びに鳥取県認定こども園に関する条

例別表第１職員配置の項第３号及び別表第２職員

配置の項第３号の規定は適用しないことができ

る。この場合において、この条例による改正前の

鳥取県児童福祉施設に関する条例別表第４職員の

配置の項第２号並びに鳥取県認定こども園に関す

る条例別表第１職員配置の項第３号及び別表第２

職員配置の項第３号の規定は、なおその効力を有

するものとする。 
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職員配置の項第３号（同号の表満３歳の子どもの

項に係る部分に限る。）及び別表第２職員配置の

項第３号（同号の表満３歳の子どもの項に係る部

分に限る。）の規定は、なおその効力を有するも

のとする。 

３ 保育所又は認定こども園における保育士及び子

どもの教育又は保育に従事する職員の配置の状況

に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそ

れがあるときは、当該保育所又は認定こども園に

ついては、当分の間、新児童福祉施設条例別表第

４職員の配置の項第２号（同号の表満４歳以上の

幼児の項に係る部分に限る。）並びに新認定こど

も園条例別表第１職員配置の項第３号（同号の表

満４歳以上の子どもの項に係る部分に限る。）及

び別表第２職員配置の項第３号（同号の表満４歳

以上の子どもの項に係る部分に限る。）の規定は

適用しないことができる。この場合において、旧

児童福祉施設条例別表第４職員の配置の項第２号

（同号の表満４歳以上の幼児の項に係る部分に限

る。）並びに旧認定こども園条例別表第１職員配

置の項第３号（同号の表満４歳以上の子どもの項

に係る部分に限る。）及び別表第２職員配置の項

第３号（同号の表満４歳以上の子どもの項に係る

部分に限る。）の規定は、なおその効力を有する

ものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に存する認定こども園における１学級の子どもの数については、改正後の鳥取県認定

こども園に関する条例別表第１学級の編制の項第２号及び別表第２学級の編制の項第２号の規定にかかわら

ず、令和14年３月31日までの間、なお従前の例によることができる。 
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 鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年７月３日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県条例第26号 

鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 鳥取県営企業の設置等に関する条例（昭和41年鳥取県条例第37号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（経営の基本） 

第４条 略 

２ 電気事業の用に供する発電施設の名称及びその

最大出力並びに電力供給方法は、次のとおりとす

る。 

施設の名称 最大出力 電力供給

方法 

 略 卸売 

私都川発電所 

 

 

152キロワット 

 略 

（経営の基本） 

第４条 略 

２ 電気事業の用に供する発電施設の名称及びその

最大出力並びに電力供給方法は、次のとおりとす

る。 

施設の名称 最大出力 電力供給

方法 

 略 卸売 

私都川発電所 152キロワット 

鳥取放牧場風

力発電所 

3,000キロワット 

 略 

附 則 

 この条例は、令和８年９月１日から施行する。 

 


